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大宮小学校（大宮小学校と大宮台小学校の統合校）説明会 質疑応答要旨 

 

令和２年11月28日（土）  

10:00～11:30 大宮小学校 

※Qは質問、Aは回答、Rは要望 

 

【通学路に関すること】 

Q 大宮台小学校は集団下校を行っているが、大宮小学校は行っていない。その違いは何か。 

A 大宮小学校においても、全学年揃ってではないが、学年毎に下校する体制をとっている。 

R 現在、大宮小学校に通う児童のうち、大宮台小学校の児童と同じルートで登校する児童も

想定される。その場合の引率、見守りの仕方について、両校で今後整理していただきたい。 

 

 

Q 旧大宮台小学校区の集合ポイントから自治会館付近まで統合安全指導員が引率するとの 

ことだが、むしろ、集合ポイントに行くまでに通ることになる大宮中学校前の「仁戸名町 

平山線」の方が見守りを必要とするのではないか。 

A 現在想定している箇所のほかに、危険なところがあれば、見守りのご協力をお願いしたい

と考えている。また、大宮中学校前の「仁戸名町平山線」については、交通規制が継続と

なるが、一定の交通量もあることから児童が安全に通学できるよう今後も対応策を考えて

いきたい。 

 

 

Q 統合準備会の中で、統合後のセーフティウォッチャーの配置に関する協議を行ったのか。 

A 両校のセーフティウォッチャーには引き続き見守りをお願いすることを確認した。どこに

立っていただくかという点については、学校が危険個所の確認、通学路の設定を行い、 

それらを踏まえて依頼することになる。 

 

 

Q 統合前にセーフティウォッチャーと現地情報を共有し、協議することは可能か。 

A 通常、年度当初に、実際の登下校の状況を踏まえ、学校と情報交換をした上でセーフティ

ウォッチャーに見守りをお願いしている。今回は、３月までにセーフティウォッチャーと

情報交換する場を設定できるかどうか検討する。 

R セーフティウォッチャー制度を長期的な安全対策とするために、継続的な担い手の確保 

施策を検討いただきたい。 

 

 

 

 



Q 統合後、ローズタウン周辺の子どもたちの通学安全対策として、バス通学の検討状況は 

どうなっているのか。 

A 通学路の最遠距離が 3.1ｋｍであり、スクールバス導入に際しての国の補助基準の４ｋｍ

に達していないこと、及び運用金額が高額であることから、専用運行はできない。また、

他の対策についても検討・依頼を行ったが、いずれも現時点では実現の見込みはない。 

  ・コミュニティバスの路線変更 

  ・近隣施設への打診 

（社会福祉協議会、平和公園、いずみ霊園、市斎場、市管理公園、京葉カントリークラブ） 

  ・タクシーによる送迎（県タクシー協会、個人タクシー協会） 

   引き続き、コミュニティバスの路線変更等を依頼していく。 

 

 

Q 統合後、ローズタウンからの通学路はどのようになっているのか。 

A 京葉カントリークラブ付近を通って統合校へ通う通学路に加え、新たに五社神社を経由 

して統合校へ通う通学路を設定した。 

R コロナの影響で、ツイタもんの開始が遅れていると聞いている。子どもを安心して通学 

させるためにも、情報発信をお願いしたい。 

 

 

【工事について】 

Q 統合校の校舎となる大宮小において、現在校舎などの工事を行っているが、一部校舎に 

ついては老朽化が気になる。今後の工事はどのように行われるのか。 

A 令和２年は予定がないが、令和３年は外壁工事を行う予定である。 

R 室内についても、今後改修工事を検討いただきたい。 

 

 

【施設開放について】 

Q 体育施設開放運営委員会についての調整状況はどうなっているか。 

A 統合校の運営委員会を令和３年度４月１日より発足するために、今年の８月に設立準備 

委員会が設置された。これから統合までの間に、設立準備委員会の方々主導で団体の 

利用調整を行っていただく。 

 

 

Q 体育施設開放について、新規の申し込みはできるのか。 

A スポーツ振興課にお電話いただければ、各学校の窓口担当者へおつなぎする。実際の利用

に関しては各学校の体育施設開放運営委員会において調整を行う。広く市民にスポーツを

親しんでいただくという趣旨からも、既に活動している団体に利用頻度の見直しをして 

もらい、体育館を半コートずつ使うなど工夫して、新規・既存に関わらず受け付ける。 
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Q 跡施設となる大宮台小の体育施設設備は継続して使えるのか。 

A 市としての活用方針が決定するまでの間は、活動場所は、統合校の体育施設が原則である

ことを説明してきた。なお、活用方針が決定するまでの暫定利用については、地域住民 

からの要望があった場合、諸般の事象を考慮して検討するが、施設管理者が不在である 

ことや利用条件等が異なることをご理解いただきたい。 

 

 

【統合後の情報提供について】 

Q 統合後も、地域・保護者に向けて教育委員会から学校の様子を知らせる統合準備会だより

のようなものが発行されるのか。 

A 統合準備会だよりは会議の内容をお伝えするものであり、次回の発行が最後となる。統合

後は、学校が発行する学校だよりやホームページでお知らせしていくこととなる。 

 

 

【アフタースクール、放課後等の遊びについて】 

Q 統合によって学区が広くなることに伴い、放課後、土日に子どもたちが遊ぶ範囲は広がる

のか。 

A その通りである。統合校におけるルールや危険個所について、現在両校で話し合っている。 

 

 

Q 統合後はアフタースクールを開設するとのことであるが、これまで実施してきた放課後 

子ども教室をアフタースクールに代える理由を伺いたい。 

A 大宮小の放課後子ども教室については、これまで盛んに行われ、市内でも指折りの活動を

していただいたことに感謝申し上げる。アフタースクールの開設については、市の事業と

しての拡大方針に沿ったものとご理解いただきたい。なお、アフタースクール開設後も、

地域の方から引き続きご協力をいただきたい。 

 

 

Q アフタースクールでは体育館を使用するとのことだが、学校施設開放は可能なのか。 

A アフタースクールにおける体育館の利用時間は１７時までとなるため、学校施設開放に 

おける体育館での活動時間と重複することはない。 

 

 

以上 


